
第９号様式

契 約 年 月 日 令和７年５月１９日

契 約 業 者 名 株式会社池澤設計

契約業者の住所 栃木県宇都宮市北若松原２－１１－１９

業 務 の 名 称 令和７年度久里浜少年院実施設計業務

業 務 場 所 法務省大臣官房施設課

業 務 区 分 建築関係建設コンサルタント業務

業 務 概 要 実施設計業務

業務期間（自）～（至） 令和７年５月２０日　～　令和７年８月２９日

契 約 金 額 ¥2,090,000

契　約　の　内　容



機密性２情報 
 

2025/3/28 設計担当 

 

随意契約理由書 

 

契 約 業 者 名：株式会社池澤設計 

業 務 の 名 称：令和７年度久里浜少年院実施設計業務 

 

随意契約理由： 

 本件業務は、令和２年度に株式会社池澤設計（以下「原設計者」という。）

が受注し、令和３年度に業務が完了した「令和２年度久里浜少年院庁舎等耐震

改修実施設計業務」（以下「当初設計業務」という。）において作成した図面

及び仕様書に基づき、令和５年度久里浜少年院耐震改修工事（第１期）として

久里浜少年院が工事を発注したところ、受注者による工事施工前の事前調査に

おいて塩害による鉄骨の腐食が当初設計業務時より進行していることが判明し

たため、同改修工事に含まれる修繕工事の範囲を拡大する必要が生じたことか

ら、原設計者により建築基準法第６条第１項の規定による計画通知等の再手続

を行うものである。 

本件業務において計画通知等に記載する設計者（計画通知等の手続を行う

者）は、当初設計業務の図面及び仕様書を作成した原設計者である必要があり、

本件業務を適切に行うには、当初設計業務の内容を熟知し、当初設計業務の意

図や設計の過程で経た法的手続及び協議内容等に精通していることが求められ

るため、原設計者以外の者が本件業務を受注することは、現実的に極めて困難

である。 

以上のことを考慮し、原設計者を契約の相手方に特定したもの（会計法第 2

9 条の３第４項、予決令第 102 条の４第３号）。 

以上 
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